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薩
像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南 
 

光 

弘 

一
．
は
じ
め
に 

 

民
衆
の
行
基
信
仰
の
広
が
り
や
根
強
さ
に
よ
る
も
の
か
、
東

大
阪
市
を
は
じ
め
、
各
地
に
数
多
く
の
行
基
像
が
建
て
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
多
く
は
、
行
基
菩
薩
ゆ
か
り
の
寺
院
の
ご
本
尊
と

し
て
本
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
境
内
地
や
往
来
の
多
い

街
道
筋
に
建
て
ら
れ
、
多
く
の
人
々
が
目
に
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
そ
れ
ら
の
行
基
像
は
立
像
に
し
て
も
、
座
像
に
し
て
も
手

に
は
法
具
・
如
意
、
錫
杖
を
も

っ
た
姿
を
し
て
い
る
。 

東
大
阪
市
内
に
は
、
行
基
像

が
三
体
あ
り
、
い
ず
れ
も
墓
地

内
で
あ
り
行
基
菩
薩
奉
賛
会
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
写
真
は
右

か
ら
、
岩
田
墓
地
の
行
基
菩
薩

像
（
石
造
）、
小
阪
墓
地
の
行
基

菩
薩
像
（
石
造
）、
そ
し
て
長
瀬

墓
地
、
旧
阿
弥
陀
院
の
行
基
像

（
木
造
）
の
三
体
で
あ
る
。
そ

の
中
で
、
鍬
を
手
に
し
た
行
基

像
は
全
国
的
に
も
珍
し
く
唯
一

の
行
基
像
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
行
基
像
か
ら
目
に
見

え
る
も
の
と
、
見
え
な
い
時
代

背
景
、
人
々
の
暮
ら
し
を
考
え

て
み
た
い
。 

 

 

二
．
人
が
葬
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
墓
地 

日
本
で
は
古
来
、
人
の
寿
命
が
尽
き
た
と
き
遺
体
は
、
沖
縄

な
ど
で
は
風
葬
に
よ
り
葬
ら
れ
て
い
た
が
、
主
に
居
住
地
か
ら

離
れ
た
場
所
に
土
葬
に
よ
り
葬
ら
れ
て
き
た
。
弥
生
時
代
で
は

甕
棺
墓
（
か
め
か
ん
ぼ
）、
近
畿
で
は
方
形
周
溝
墓
（
ほ
う
け
い

し
ゅ
う
こ
う
ぼ
）
な
ど
い
ず
れ
も
竪
穴
の
土
壙
墓
（
ど
こ
う
ぼ
）

が
普
及
し
て
い
た
。 

例
え
ば
、
東
大
阪
で
言
え
ば
、
日
下
遺
跡
に
み
ら
れ
る
サ
ー

ク
ル
上
に
形
作
ら
れ
た
土
壙
墓
群
、
そ
し
て
、
瓜
生
堂
の
方
形

周
溝
墓
群
が
顕
著
。
方
形
周
溝
墓
は
、
近
鉄
奈
良
線
・
第
二
寝

屋
川
・
中
央
環
状
線
が
つ
く
る
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
内
（
聖
な
る

三
角
地
帯
）
に
広
が
る
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
大
墓
域
で
多

数
の
土
壙
墓
と
七
三
基
の
方
形
周
溝
墓
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
立
地
は
、
微
高
地
に
あ
り
満
潮
・
大
潮
・
風
水
害
に
よ
る

氾
濫
か
ら
最
も
安
全
で
安
定
し
た
地
域
に
営
ま
れ
、
平
均
三
世

帯
を
葬
り
祀
っ
た
半
恒
久
墓
（
百
年
の
墓
）
で
あ
っ
た
。 

中
で
も
、
弥
生
中
期
後
半
（
約
二
千
年
前
）
と
推
定
さ
れ
て

い
る
「
第
二
号
墓
」
は
、
東
西
十
メ
ー
ト
ル
・
南
北
十
メ
ー
ト

ル
・
高
さ
一
．
二
メ
ー
ト
ル
の
墳
丘
と
周
濠
の
全
く
損
傷
の
な

い
完
全
な
形
で
出
土
し
、
当
時
、
全
国
で
初
め
て
の
こ
と
で
も

あ
っ
た
弥
生
時
代
の
墓
制
を
完
全
に
解
明
す
る
も
の
と
し
て
、

大
き
く
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。 

墳
丘
中
央
部
の
六
基
の
組
合
せ
木
棺
（
コ
ウ
ヤ
マ
キ
、
ヒ
ノ

キ
材
）
と
周
辺
部
の
六
基
の
土
器
棺
が
あ
り
、
三
世
帯
の
夫
婦

と
そ
の
子
ど
も
の
家
族
墓
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
男
性
優
位
で

あ
り
、
葬
祭
儀
礼
時
の
供
献
土
器
か
ら
見
て
配
偶
者
は
他
集
落

の
出
身
で
、

河
内
潟
・

湖
周
辺
の

ム
ラ
同
士

の
つ
な
が

り
が
考
え

ら
れ
、
夥

し
い
土
器

片
、
遺
物
、 

盛
土
か
ら

は
大
阪
湾
型
銅
戈
が
採
取
さ
れ
厚
葬
思
想
と
盛
大
な
祭
祀
の
様

子
が
現
在
の
我
々
に
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
こ
に
は
、
弥
生
期
後
半
の
食
料
生
産
量
を
飛
躍
的
に
高
め
、

飛
躍
的
な
人
口
増
加
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
貧
富
の
差
と
支
配

す
る
人
々
（
ム
ラ
）
と
支
配
さ
れ
る
人
々
（
ム
ラ
）
が
生
み
出

さ
れ
て
い
た
が
、
階
級
分
化
は
ま
だ
微
弱
で
特
定
の
個
人
へ
の

富
の
集
中
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

で
は
、
弥
生
時
代
の
あ
と
古
墳
時
代
、
飛
鳥
時
代
そ
し
て
行

基
菩
薩
の
時
代
に
お
い
て
一
般
庶
民
は
ど
の
よ
う
に
葬
ら
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

畿
内
に
お
い
て
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
支
配
が
強
ま
り
古
墳
時
代

に
は
、
氏
姓
（
う
じ
か
ば
ね
）
制
度
（「
臣
」「
連
」
の
蘇
我
氏
、

物
部
氏
な
ど
氏
族
、
馬
飼
部
な
ど
の
部
民
）
を
創
出
し
、
大
仙

古
墳
・
伝
仁
徳
天
皇
陵
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
大
王
墓
、
首
長

墓
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
職
業
や
家
柄
、
政
治
的
な
身
分
の
分
化

が
図
ら
れ
権
力
・
富
の
集
中
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

さ
ら
に
、
飛
鳥
時
代
に
は
、
天
武
十
年
（
六
八
一
）
七
月
の

天
下
大
解
除
（
お
お
は
ら
え
）「
令
天
下
悉
大
解
除
。
当
此
時
。

国
造
等
各
出
祓
柱
奴
婢
一
口
而
解
除
焉
」
が
行
わ
れ
た
。
大
王

天
武
の
災
気
を
祓
い
祓
柱
（
ハ
ラ
ヘ
ツ
モ
ノ
）
で
あ
る
奴
婢
に

ケ
ガ
レ
を
移
し
、
も
っ
て
大
王
の
命
贖
（
あ
が
な
）
っ
た
。 

そ
し
て
、
律
令
制
度
が
整
う
な
か
で
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
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の
養
老
律
令
で
は
、「
五
色
の
賤
」
が
明
記
さ
れ
、
大
王
の
山
稜

を
守
る
陵
戸
が
定
め
ら
れ
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』『
万

葉
集
』
を
見
と
、
当
時
の
人
々
の
貴
賤
、
浄
穢
の
意
識
、「
罪
」

の
意
識
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
、『
古
事
記
』
応
神
天

皇
の
条
に
「
賤
人
」「
賤
女
」「
賤
夫
」、『
日
本
書
紀
』
武
烈
天 

皇
紀
に
「
宮
婢
」。
欽
明
天
皇
紀
に
「
奴
」「
神
奴
」
な
ど
の
言

葉
が
出
て
く
る
。 

一
般
庶
民
の
中
に
「
良
民
」「
賤
民
」
な
ど
が
分
け
ら
れ
た
生

活
が
強
い
ら
れ
て
い
た
。
農
民
の
生
活
も
ま
た
、
山
上
憶
良
の

『
万
葉
集
』
第
五
巻
の
「
貧
窮
問
答
歌
」
か
ら
農
民
の
暮
ら
し

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
訳
文
で
紹
介
す
る
と
、 

「
雨
や
風
、
雪
の
日
は
寒
く
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
塩
を

な
め
て
糟
酒
を
す
す
り
、
咳
鼻
水
を
す
す
り
、
麻
布 

の
布
団

と
重
ね
着
を
し
て
も
そ
れ
で
も
寒
し
ヽ
。
ど
う
し
た
ら
い
い

の
だ
ろ
う
か
。」 

貧
窮
問
答
歌
の
返
歌 

「
天
地
は
広
い
と
い
う
が
、
私
に
と
っ
て
は
狭
く
、
太
陽
や

月
の
恩
恵
も
な
い
。
人
問
と
し
て
生
ま
れ
、
人
並
み 

に
働
い

て
い
る
の
に
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
垂
れ
下
が
る
着
物
を
肩
に
か
け

て
、
曲
が
っ
て
傾
い
て
つ
ぶ
れ
そ
う
な
家 

の
地
べ
た
に
藁
を

敷
寺
、
父
母
も
妻
子
も
悲
し
ん
だ
り
う
め
い
た
り
し
て
い
る
。

か
ま
ど
に
火
の
気
も
な
く
、
鍋
に
蜘
蛛
の
巣
が
張
り
食
べ
物

も
な
い
。
世
間
を
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ほ
ど
ど

う
し
よ
う
も
な
い
も
の
な
の
か
。」 

 

行
基
が
生
き
た
時
代
は
以
上
の
歴
史
を
少
し
ふ
り
か
え
っ
て

も
、
身
分
の
差
や
階
級
分
化
が
進
み
、
富
・
権
力
を
持
つ
も
の

と
持
た
ざ
る
者
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
格
差
が
広
が
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
。 

『
大
阪
府
全
志
』
巻
四
「
大
字
北
蛇
草
」
の
項
に
、 

「
大
和
国
生
駒
郡
往
生
寺
の
古
文
書
に
依
れ
ば
往
事
高
貴
の

墓
地
は
夙
（
つ
と
）
に
制
定
せ
ら
れ
た
る
も
、
一
般
衆
庶
の
墓

は
一
定
せ
ざ
り
し
を
以
て
、
死
屍
の
土
中
よ
り
露
出
せ
る
も
の

所
在
に
あ
り
し
か
ば
、
之
を
整
理
し
て
墓
地
に
寺
を
建
て
た
る

は
行
基
な
り
。」
と
あ
る
。 

同
じ
く
、「
共
同
墓
地
（
有
馬
之
三
昧
）
は
字
東
の
庄
、
そ
の

地
の
小
字
を
西
蓮
寺
と
い
ふ
、
廣
さ
三
反
一
畝
十
五
歩
に
し
て
、

本
村
及
び
布
施
村
大
字
岸
田
堂
・
同
太
平
寺
・
同
荒
川
の
内
旧

三
の
瀬
方
の
共
同
墓
地
な
り
。
玉
川
村
大
字
岩
田
・
竜
華
村
大

字
植
松
字
晒
・
南
高
安
大
字
恩
智
・
同
垣
内
・
北
高
安
大
字
神

立
・
枚
岡
村
大
字
額
田
の
墓
と
併
せ
て
七
墓
」
と
あ
り
、
河
内

七
墓
は
行
基
の
開
基
と
し
て
皆
の
知
る
と
こ
ろ
か
と
思
う
。 

 

三
．
行
基
菩
薩
の
業
績 

河
内
七
墓
の
開
基
ま
で
の
、
行
基
菩
薩
の
生
涯
と
事
績
を
簡

単
に
紹
介
す
る
と
、
天
智
七
年
（
六
六
八
）
に
河
内
國
大
鳥
郡

（
後
の
和
泉
国
）
に
生
ま
れ
た
。
父
は
高
志
才
智
（
こ
し
の
さ

い
ち
）
母
は
蜂
田
氏
の
古
爾
比
売
（
こ
に
ひ
め
）。
ど
ち
ら
も
渡

来
系
の
中
流
豪
族
の
出
自
。（『
大
僧
上
舎
利
瓶
記
』『
続
日
本
紀
』） 

 

十
五
歳
で
出
家
し
て
沙
弥
に
な
り
、
二
十
四
歳
で
高
宮
の
徳

光
か
ら
比
丘
戒
を
受
戒
し
た
高
宮
寺
（
山
寺
）
は
、
葛
城
山
の

中
腹
、
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
。
山
寺
は
、
僧
侶
が
人
間
を

離
れ
て
山
林
修
行
を
お
こ
な
う
根
拠
地
。
戒
師
徳
光
は
山
林
修

行
者
。 

行
基
は
、
山
林
修
行
を
し
な
が
ら
、
戒
律
・
禅
定
・
知
慧
の

三
学
研
究
の
た
め
元
興
寺
（
飛
鳥
寺
）
に
入
寺
し
て
経
典
の
解

読
と
研
究
に
十
四
年
間
励
ん
だ
。
元
興
寺
に
は
、
三
蔵
法
師
玄

奘
の
も
と
で
禅
学
を
学
ん
だ
道
昭
が
い
た
。
そ
こ
で
、
山
林
修

行
の
価
値
を
全
面
的
に
否
定
す
る
三
階
宗
の
書
籍
に
出
会
う
。

大
乗
仏
教
の
修
行
者
は
山
林
の
生
活
を
捨
て
、
聚
落
に
お
け
る

布
教
活
動
に
従
事
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
教
え
は
、
経

典
に
基
づ
く
反
省
実
行
の
行
動
主
義
的
宗
派
で
あ
り
、
民
衆
仏

教
で
あ
っ
た
。
乞
食
修
行
や
聚
落
に
お
け
る
仏
教
を
重
視
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。 

十
余
年
に
わ
た
る
山
林
修
行
の
生
活
を
否
定
さ
れ
た
行
基
は
、

自
分
の
生
き
方
に
疑
惑
を
抱
き
、
故
郷
大
鳥
郡
へ
帰
る
。
郷
里

の
人
々
は
行
基
を
偉
大
な
修
行
者
と
し
て
迎
え
、
請
わ
れ
た
行

基
は
、
須
恵
器
生
産
の
斜
陽
化
し
つ
つ
あ
る
大
村
里
（
堺
市
高

倉
台
の
一
帯 

）
に
お
い
て
、
大
須
恵
院
（
高
蔵
寺
）
の
建
設
に

貢
献
し
た
。
は
か
ら
ず
も
「
聚
落
の
仏
教
」
へ
の
第
一
歩
を
試

行
し
た
。
行
基
四
十
五
歳
（
和
銅
五
年
・
七
一
二
）
で
あ
っ
た
。 

山
林
の
仏
教
か
ら
民
衆
の
た
め
の
「
聚
落
の
仏
教
」
へ
と
路

線
を
転
換
し
た
行
基
は
布
施
屋
、
簡
易
宿
泊
施
設
を
交
通
の
要

地
に
設
置
し
、
有
馬
之
三
昧
を
開
基
、
阿
弥
陀
院
を
建
設
、
河

内
七
墓
を
開
い
た
の
は
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
で
あ
っ
た
。
日

下
墓
地
・
火
葬
場
跡
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
開
か
れ
て

い
る
。 

ま
た
、
行
基
は
、
四
十
九
の
院
、
伊
丹
市
の
昆
陽
施
院
、
東

淀
川
の
高
瀬
橋
院
や
堺
市
草
部
の
鶴
田
池
院
、
狭
山
市
の
狭
山

池
院
、
日
下
の
石
凝
院
な
ど
を
拠
点
に
、
食
糧
の
生
産
量
を
上

げ
る
た
め
、
池
や
運
河
・
溝
を
掘
り
、
流
通
の
改
善
の
た
め
、

道
路
を
整
備
し
港
を
開
い
た
。
そ
し
て
、
洪
水
を
防
ぐ
た
め
堤

防
を
築
い
た
。
作
業
は
、
地
元
の
農
民
や
流
民
・
優
婆
塞
（
う

ば
そ
く
・
在
俗
の
仏
道
修
行
者
）
た
ち
が
担
っ
た
。
か
行
基
の

事
業
は
、
貧
民
救
済
、
社
会
福
祉
事
業
で
も
あ
る
が
、
ま
さ
に

地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
「
経
世
済
民
」
の
活
動
だ
っ
た
。
し
か

し
、
院
の
建
設
、
民
衆
の
た
め
の
寺
院
で
あ
り
修
行
の
道
場
で

も
あ
っ
た
。
寺
院
を
私
的
に
建
設
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
た
。
施
設
を
建
設
す
る
資
材
の
調
達
の
た
め
、
出
家
の

弟
子
に
乞
食
修
行
を
勧
め
、
在
家
の
弟
子
に
罪
と
が
を
滅
ぼ
す

布
施
行
を
勧
め
、
活
発
な
活
動
を
始
め
た
。
養
老
元
年
（
七
一

七
）「
小
僧
行
基
」
と
、
僧
に
あ
る
ま
じ
き
非
行
を
犯
し
て
い
る

者
と
し
て
、
名
前
を
挙
げ
て
糾
弾
さ
れ
た
。 

な
お
、『
行
基
年
譜
』
に
は
、
事
績
と
し
て
、 

一 

架
橋
六
ケ
所
、
山
城
国
に
二
ケ
所
・
摂
津
国
に
四
ケ
所 

二 

道
路
一
ケ
所
、 

高
瀬
よ
り
生
駒
大
山
に
登
る
道
の
一
部 

三 

溜
め
池
十
五
ケ
所
、
河
内
国
に
一
ケ
所
・
和
泉
国
に
八
ケ
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所
・
摂
津
国
に
六
ケ
所 

四 
用
水
路
七
ケ
所
、
河
内
国
に
一
ケ
所
・
和
泉
国
に
三
ケ
所
・

摂
津
国
に
三
ケ
所 

五 

水
門
三
ケ
所
、
河
内
国
に
三
ケ
所. 

六 

船
泊
り
二
ケ
所
、
和
泉
国
に
一
ケ
所
・
摂
津
国
に1

ケ
所 

七 

堀
川
四
ケ
所
、
河
内
国
に
一
ケ
所
・
摂
津
国
に
三
ケ
所 

八 

布
施
屋
九
ケ
所
、
山
城
国
に
二
ケ
所
・
河
内
国
に
二
ケ
所
・

和
泉
国
に
二
ケ
所
・
摂
津
国
に
三
ケ
所 

※
『
大
僧
上
舎
利
瓶
記
』 

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）、

竹
林
寺
の
僧
寂
滅
は
行
基
本

人
か
ら
託
宣
を
受
け
、
そ
の

墓
所
発
掘
を
し
、
八
角
形
の

石
筒
を
発
見
し
て
い
る
。
外

面
に
長
文
の
墓
誌
銘
が
刻
ま

れ
て
い
た
。
発
見
当
時
に
全

文
が
写
さ
れ
て
い
た
。（「
大

僧
正
舎
利
瓶
記
」、
奈
良
・
唐

招
提
寺
蔵
）、 

 
 

そ
れ
に
照
ら
す
と
一
行
目

は
大
僧
正
の
位
を
授
か
っ
た
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）、
二
行
目

は
僧
綱(

そ
う
ご
う)

（
僧
尼
を
管
理
す
る
官
職
）
が
完
備
し
其

上
に
就
い
た
と
雖(

い
え
ど)

も
満
足
し
な
か
っ
た
こ
と
、
三
、

四
行
目
は
天
平
二
十
一
年
二
月
に
右
京
の
菅
原
寺
（
奈
良
・
喜

光
寺
）
で
八
十
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
こ
と
な
ど
、
行
基
の
後

半
生
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

四
．「
有
馬
之
三
昧
」
と
「
鋤
を
持
つ
行
基
像
」 

鍬
を
持
つ
行
基
像
に
つ
い
て
『
大
阪
府
全
志
』
巻
四
「
大
字

北
蛇
草
」
に
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

「
行
基
は
和
銅
七
年
五
智
如
来
を
表
し
て
畿
内
の
五
国
に
五

ケ
所
の
墓
地
を
設
け
、
霊
亀
二
年
二
十
五
三
昧
無
量
楽
の
経
文

に
基
づ
き
て
更
に
二
十
五
ケ
所
の
墓
を
設
け
、
當
院
三
昧
は
其

の
第
九
番
に
當
た
れ
り
。
行
基
は
道
昭
法
師
の
弟
子
に
し
て
、

法
師
は
火
葬
の
元
祖
な
れ
ば
、
行
基
も
其
の
志
を
繫
ぎ
て
火
葬

を
奨
励
せ
し
も
の
な
ら
ん
。
行
基
苑
墓
地
整
理
す
る
に
際
し
、

土
中
よ
り
現
れ
た
る
死
屍
に
は
自
ず
か
ら
鋤
を
以
て
土
を
掩
ひ

し
こ
と
あ
り
、
故
に
行
基
の
木
像
の
多
く
如
意
を
持
た
せ
る
に

反
し
、
當
院
に
安
置
セ
ル
同
木
像
の
鋤
を
持
た
せ
る
は
之
に
因

め
る
な
り
と
い
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。 

三
昧
墓
地
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
わ
れ
て
い
る
。 

  

墓
地
を
三
昧
と
称
す
る
こ
と
は
行
基
が
は
じ
め
た
。三
昧
は
行

基
が
死
者
を
手
厚
く
葬
っ
た
と
こ
ろ
。
行
基
は
こ
れ
を
葬
る
に

あ
た
っ
て
火
葬
を
採
用
し
た
。
ま
ず
和
泉
に
八
三
昧
を
開
き
、

つ
い
で
諸
国
に
及
び
六
十
三
昧
を
成
就
し
た
。
行
基
草
創
の
三

昧
で
火
葬
に
付
さ
れ
る
者
は
罪
業
深
重
の
者
も
必
ず
成
仏
す
る

と
。
火
葬
は
最
勝
の
葬
法
で
あ
り
、
釈
尊
も
三
昧
の
火
で
火
葬

に
な
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
火
葬
を
穢
れ
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
と
説
く
。
三
昧
＝
墓
地
な
い
し
火
葬
が
忌
避
す
べ
き
も
の
で

な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。 

行
基
が
火
葬
を
採
用
し
た
の
は
、
師
の
道
昭
が
我
国
で
最
初

の
火
葬
に
付
さ
れ
た
こ
と
と
繋
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
疫

病
の
蔓
延
を
防
ぐ
目
的
も
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

因
み
に
、
一
三
四
九
年
、
融
通
念
仏
宗
第
七
世
・
中
興
の
祖

と
い
わ
れ
て
い
る
法
明
上
人
は
、
七
一
才
で
薨
去
さ
れ
有
馬
之

三
昧
で
荼
毘
に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
法
明
上
人
は

「
有
馬
上
人
」
と
い
わ
れ
、
御
廟
を
「
有
馬
御
廟
」
と
称
し
た
。

平
野
の
融
通
念
仏
宗
大
本
山
大
念
仏
寺
か
ら
「
有
馬
之
三
昧
」

「
有
馬
御
廟
」
に
参
詣
す
る
道
を
「
上
人
道
」
と
称
し
、
多
く

の
人
々
の
往
来
が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
他
の
火
葬
に
付
さ
れ
た
主
な
人
は
、
元
興
寺
の
開
祖

道
昭
、
七
〇
〇
年
粟
原
で
火
葬
に
付
さ
れ
て
い
る
。
火
葬
の
始

源
と
い
わ
れ
て
い
る
。
七
〇
二
年
、
持
統
天
皇
。『
阿
不
幾
乃
山

陵
記
』
に
野
口
王
墓
、
銀
の
骨
壺
に
つ
い
て
の
記
述
あ
り
。
七

二
三
年
、
太
安
万
侶 

田
原

で
火
葬
。
墓
誌
と
と
も
に
骨

壺
出
土
。
七
二
九
年
、
小
治

田
安
萬
侶 

都
祁
の
茶
畑
か

ら
墓
誌
と
と
も
に
骨
壺
出
土
。

そ
し
て
、
七
四
九
年
行
基
菩

薩
、
生
駒
の
往
生
院
で
火
葬

に
付
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
天
保
八
年

（
一
八
三
七
）
当
時
の
荒
馬

村
の
真
行
寺
住
職
釋
氏
普
照

が
「
こ
の
村
の
起
こ
り
を
お
年
寄
の
云
い
伝
え
を
探
り
、
千
聞

は
一
見
に
し
か
ず
と
の
諺
が
あ
る
と
お
り
、
云
い
伝
え
の
多
く

は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、…

」
と
、
里
人
の
話
を
そ
の

ま
ま
に
書
き
と
ど
め
た
『
真
行
寺
永
代
過
去
帳
』
が
現
存
し
て

い
る
。
そ
こ
に
、 

「
有
馬
之
三
昧
と
い
う
の
は
、
行
基
菩
薩
が
開
か
れ
た
我
が

国
最
初
の
墓
（
火
葬
場
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昔
は
玉
造
よ

り
東
へ
お
お
よ
そ
百
ケ
村
の
墓
地
で
あ
っ
た
。
墓
地
の
中
に
小

さ
な
お
堂
が
あ
り
、
阿
弥
陀
院
と
い
う
、
こ
の
院
に
菩
薩
が
彫

刻
さ
れ
た
馬
が
あ
っ
た
。
長
さ
七
寸
余
り
、
高
さ
二
寸
五
分
。

こ
れ
か
ら
村
の
名
を
有
馬
と
い
っ
た
。 

こ
の
馬
、
奇
瑞
あ
り
。
大
変
不
思
議
な
こ
と
が
お
こ
る
と
世

間
に
言
伝
え
ら
れ
た
。
あ
る
時
、
こ
の
馬
を
盗
取
っ
た
も
の
が

い
て
、
自
分
の
家
に
持
っ
て
帰
っ
た
が
、
こ
の
馬
が
大
変
暴
れ

る
の
で
、
し
か
た
な
く
阿
弥
陀
院
へ
持
っ
て
来
て
捨
て
た
が
、

そ
の
時
馬
の
足
が
少
し
破
損
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
こ
の
馬
に
不

思
議
な
事
が
起
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
よ
り
村
の
名
を

今
の
荒
馬
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。」 

続
い
て
、「
阿
弥
陀
院
の
東
の
軒
に
菩
薩
が
堀
っ
た
井
戸
が
あ

り
、
行
基
井
戸
と
い
う
。
六
地
蔵
の
前
に
石
橋
が
あ
っ
て
、
極

楽
橋
と
い
う
。
こ
の
橋
の
裏
に
菩
薩
の
御
姿
と
、
南
無
阿
弥
陀
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仏
の
六
字
尊
号
が
彫
り
つ
け
て
あ
る
。」 

「
火
屋
（
火
葬
場
）
は
、
昔
は
宝
塔
の
あ
る
棟
で
あ
っ
た
が
、

貞
享
年
中
（
一
六
八
四
年
）
の
大
風
で
破
損
し
て
か
ら
今
の
四

間
に
弐
間
の
火
屋
と
な
っ
た
。
火
屋
に
穴
が
三
つ
有
り
、
こ
れ

は
当
村
の
元
祖
三
人
の
鍬
の
跡
で
あ
る
。
真
中
の
穴
の
底
に
菩

薩
の
姿
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
灰
掻
き
な
ど
を
す
る
時
に
時
々
見

る
事
が
あ
る
、
わ
ざ
わ
ざ
見
よ
う
と
思
っ
て
堀
る
時
は
、
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。」
ま
た
、
行
基
は
甚
兵
衛
、
吉
兵
衛
、

五
兵
衛
の
元
祖
三
人
を
伴
い
『
汝
等
一
鍬
宛
穿
（
う
が
）
つ
べ

し
』『
こ
の
地
に
止
ま
り
こ
の
墓
を
守
れ
』
と
、
墓
の
守
護
を
三

人
に
任
せ
て
去
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

 

五
．
行
基
の
木
彫
馬
と
馬
の
飼
育 

『
大
阪
府
全
志
』、『
永
代
過
去
帳
』
に
行
基
が
彫
っ
た
と
い

う
馬
に
関
わ
る
奇
瑞
・
逸
話
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

『
大
阪
府
全
志
』
で
は
、「
も
と
金
の
馬
像
を
所
蔵
せ
し
が
、

先
年
盗
難
に
罹
り
て
今
は
な
し
。
傅
へ
い
ふ
、
此
の
馬
夜
な
夜

な
出
で
て
附
近
の
耕
作
物
を
荒
ら
せ
し
か
ば
、
其
れ
よ
り
東
の

庄
に
荒
馬
（
あ
ら
う
ま
）
の
称
起
れ
り
と
。」
と
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
元
の
話
は
「
菩
薩
が
彫
刻
さ
れ
た
馬
・
木
彫
馬
」
で
あ
っ

た
が
、「
此
の
馬
夜
な
夜
な
出
で
て
附
近
の
耕
作
物
を
荒
ら
せ
し
」

と
い
う
こ
と
、
村
の
名
前
が
「
荒
馬
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。 

東
大
阪
に
お
け
る
馬
の
飼
育
の
歴
史
を
見
る
と
、
古
代
の
山

畑
古
墳
群
や
芝
山
古
墳
な
ど
か
ら
三
輪
玉
や
鞍
金
具
が
出
土
し

て
い
る
。
ま
た
、
日
下
貝
塚
遺
跡
か
ら
は
、
成
年
馬
、
十
二
歳

前
後
の
牡
馬
で
体
高
約
百
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
蒙
古
系
の

中
型
馬
一
体
分
全
身
骨
格
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
骨
格
、
放

射
性
炭
素
年
代
測
定
の
結
果
に
よ
る
と
四
世
紀
末
～
六
世
紀
中

頃
と
い
わ
れ
て
い
る
。
製
塩
土
器
な
ど
も
出
土
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
東
大
阪
の
地
に
お
い
て
も
五
世
紀
に
は
、
馬
の
飼
育
が

始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。 

養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
生
駒
西
麓

に
本
拠
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
河
内
馬
飼
首
荒
籠
（
か
わ
ち
の
う

ま
が
い
の
お
び
と
）
が
、
今
城
塚
古
墳
の
被
葬
者
、
継
体
大
王

の
擁
立
に
貢
献
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
百
済
、
加
耶
で
外
交
交

渉
に
あ
た
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
河
内
母
樹
（
お
も
の
き
＝
豊

浦
）
馬
飼
首
御
狩
、
押
勝
の
名
も
で
て
く
る
。 

平
安
時
代
の
『
類
聚
三
代
格
』
昌
泰
元
年
（
八
九
七
）
に
は
、

「
朝
廷
は
、
交
野
、
渋
川
、
若
江
な
ど
河
内
・
摂
津
の
牧
民
に

よ
る
往
還
船
へ
の
妨
害
を
禁
止
す
る
」
と
、
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
旧
大
和
川
沿
い
の
牧
民
が
大
和
川
を
行
き
交

う
往
還
船
か
ら
朝
廷
へ
の
貢
納
物
を
略
奪
し
た
と
言
う
こ
と
に

な
る
。
牧
民
と
は
、
農
耕
民
に
対
し
て
牛
馬
を
飼
育
す
る
人
た

ち
で
あ
ろ
う
。
若
江
郡
の
「
瓜
生
」
堂
は
微
高
地
で
あ
っ
て
中

世
以
前
は
良
質
な
牧
草
地
と
し
て
牛
馬
が
放
牧
さ
れ
た
と
こ
ろ

と
知
ら
れ
て
い
る
が
、
河
内
平
野
の
形
成
と
と
も
に
河
川
敷
の

豊
か
な
牧
草
が
放
牧
に
適
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
馬
の
飼

育
が
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

渋
川
郡
で
言
え
ば
、
延
喜
式
内
社
、
波
牟
許
曽
（
は
む
こ
そ
）

神
社
の
由
緒
書
に
、「
波
牟
」
は
そ
の
土
地
を
邑
食
（
は
む
）
す

る
と
い
う
意
味
で
、
馬
が
好
ん
で
食
べ
る
草
、
は
み
草
の
生
い

茂
る
「
ハ
グ
サ
」
に
そ
の
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
、
と
い
う
。 

ま
た
、
紀
州
粉
河
寺
の
草
創
霊
験
を
記
し
た
『
粉
河
寺
縁
起
』

（
十
二
世
紀
成
立
）
に
渋
川
郡
馬
馳
市
に
住
む
佐
大
夫
の
娘
の

逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

佐
大
夫
の
一
人
娘
が
重
病
に
罹
り
、
医
者
も
処
方
を
失
っ
て

い
た
と
こ
ろ
に
童
男
の
行
者
（
実
は
、
千
手
観
音
の
垂
迹
）
が

来
て
加
持
を
施
す
と
た
ち
ま
ち
病
が
癒
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、

佐
大
夫
が
布
施
の
代
わ
り
に
帯
鞘
の
刀
を
納
め
て
い
る
。 

 

渋
川
郡
「
馬
馳
市
」
と
は
、
馬
が
集
ま
る
と
こ
ろ
、
時
に
は
、

市
も
開
か
れ
る
所
と
言
え
ば
荒
馬
の
地
が
浮
か
び
上
が
る
。 

そ
し
て
、『
妙
法
寺
文
書
』（
興
国
五
年
・
一
三
四
四
、
南
朝

の
年
号
）
に
「
河
内
国
荒
馬
荘
、
中
牧…

」
と
、
あ
る
。
荒
馬 

荘
（
荘
園
）
に
牧
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

六
．
お
わ
り
に 

 

「
一
般
衆
庶
の
墓
は
一
定
せ
ざ
り
し
を
以
て
、
死
屍
の
土
中

よ
り
露
出
せ
る
も
の
」、
人
間
の
尊
厳
さ
も
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
た

社
会
に
あ
っ
て
、
行
基
菩
薩
の
「
三
昧
」
を
開
く
活
動
は
、
一

切
衆
生
（
い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う
）
の
済
度
（
さ
い
ど
）
を
目

ざ
し
た
偉
大
な
宗
教
者
と
し
て
、
深
く
崇
敬
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ

う
。 「

鍬
を
持
つ
行
基
像
」
か
ら
、
有
馬
之
三
昧
、
火
葬
墓
の
始

ま
り
と
、
村
の
起
こ
り
、
馬
の
飼
育
の
歴
史
が
行
基
信
仰
と
結

び
つ
き
、「
行
基
の
木
彫
馬
」
の
逸
話
と
な
り
長
く
語
り
続
け
ら

れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
何
か
し
ら
の
真
実
が
含

ま
れ
て
お
り
、
一
つ
の
村
の
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
の
一
端
を
紐
解

く
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
て
い
る
。 

 

（
東
大
阪
文
化
財
を
学
ぶ
会
） 

主
な
参
考
文
献 

 

『
真
行
寺
永
代
過
去
帳
』
真
行
寺
住
職 

釋
氏
普
照
誌
す
。

天
保
八
年
・
一
八
三
七 

真
行
寺
蔵 

『
大
阪
府
全
志
』
巻
四 

井
上 

正
雄
著
大
正
十
一
年
刊 

『
行
基
菩
薩
』 

 
 

 
 

行
基
菩
薩
ゆ
か
り
の
寺
院
刊 


